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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
経
済
対
策
と
し
て
、家
計
を
支
援
す
る
国
の
給
付
金
で
す
。

　
給
付
対
象
と
な
る
世
帯
に
は
、
役
場
か
ら
５
月
11
日（
月
）に
申
請
書
と
返
信
用
封
筒
を

郵
送
し
て
い
ま
す
。

・
申
請
期
限
は
８
月
11
日（
火
）（
当
日
消
印
有
効
）で
す
。

・
申
請
期
限
を
過
ぎ
る
と
受
給
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
お
忘
れ
な
く
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

・
申
請
書
を
紛
失
さ
れ
た
場
合
は
、
再
発
行
し
ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
■
問
合
せ　
総
務
課　
☎
０
７
７
８

－
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－

８
０
０
０

特
別
定
額
給
付
金
（
10
万
円
）
の
申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

　
国
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
子
育
て
負
担
の
増
加
や
収

入
の
減
少
な
ど
、
特
に
大
き
な
困
難
が
生
じ
て
い
る
ひ
と
り
親
世
帯
に
対
す
る
支
援
の
取

り
組
み
と
し
て
、
臨
時
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

給
付
対
象
者

１
．
児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯
な
ど
へ
の
給
付【
基
本
給
付
】

　
ア　
令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
方

　
イ　

 

公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て

い
な
い
方

　
　
※
児
童
扶
養
手
当
に
係
る
支
給
制
限
限
度
額
を
下
回
る
方
に
限
り
ま
す
。

　
ウ　

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変
し
、
直
近
の
収
入

が
、
児
童
扶
養
手
当
の
対
象
と
な
る
水
準
に
下
が
っ
た
方

２
．
収
入
が
減
少
し
た
児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯
な
ど
へ
の
給
付【
追
加
給
付
】

　
前
記
の
ア
・
イ
の
給
付
対
象
者
の
う
ち
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
て

家
計
が
急
変
し
、
収
入
が
大
き
く
減
少
し
て
い
る
と
の
申
し
出
が
あ
っ
た
方

給

付

額

１
．【
基
本
給
付
】

　
１
世
帯
５
万
円
、
第
２
子
以
降
１
人
に
つ
き
３
万
円

２
．【
追
加
給
付
】

　
１
世
帯
５
万
円

　
※
給
付
対
象
者
ウ
の
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

給
付
の
方
法

● 

給
付
対
象
者　
ア
の
方

【
基
本
給
付
】

　
申
請
は
不
要
で
す
。

　
８
月
頃
、
令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
を
支
給
し
て
い
る
口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

【
追
加
給
付
】

　
申
請
が
必
要
で
す
。

　
現
況
確
認
時（
８
月
）な
ど
に
あ
わ
せ
て
、
申
請
を
行
っ
て
い
た
だ
く
と
、
申
請
内
容
を

確
認
後
、
支
給
要
件
に
該
当
す
る
方
に
対
し
て
、
可
能
な
限
り
速
や
か
に
振
り
込
み
ま
す
。

● 

給
付
対
象
者　
イ
の
方

【
基
本
給
付
】【
追
加
給
付
】と
も
に
申
請
が
必
要
で
す
。

● 

給
付
対
象
者　
ウ
の
方

【
基
本
給
付
】の
申
請
が
必
要
で
す
。

　
申
請
用
紙
は
、
現
況
確
認
書
類
に
同
封
し
て
送
付
し
ま
す
。
ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
も
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
。

■
問
合
せ　
町
民
税
務
課　
☎
０
７
７
８

－
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臨
時
特
別
給
付
金
の
お
知
ら
せ

ひ
と
り
親
世
帯


